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旅

館

経

営

再

生

塾 

 

第

一

六

回 

 

中

小

会

社

会

計

基

準

の

有

効

活

用

に

つ

い

て

 

そ

の

一

 

  

（

執

筆

 

中

村

尚

和

） 

「

中

小

会

社

会

計

基

準

」

と

い

う

も

の

を

ご

存

知

だ

ろ

う

か

。

中

小

会

社

が

税

理

士

の

指

導

の

元

で

当

基

準

に

従

っ

て

決

算

書

を

作

成

し

た

場

合

、

無

担

保

融

資

制

度

を

は

じ

め

と

す

る

メ

リ

ッ

ト

が

受

け

ら

れ

る

こ

と

が

あ

る

。
今

回

は

、

こ

の
「

中

小

会

社

会

計

基

準

」

に

つ

い

て

紹

介

す

る

。

 

昨

今

に

お

け

る

改

正

商

法

は

、

株

式

会

社

の

計

算

書

類

（

決

算

書

）

の

公

告

義

務

に

つ

い

て

、

従

来

の

新

聞

・

官

報

に

よ

る

公

告

に

加

え

、

自

社

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

等

に

よ

る

開

示

が

認

め

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

。
こ

の

よ

う

な

中
「

中

小

会

社

会

計

基

準

」

は

、

中

小

会

社

向

け

の

会

計

基

準

と

し

て

制

定

さ

れ

た

。

こ

の

基

準

は

、

中

小

会

社

の

経

営

実

態

を

明

ら

か

に

し

、

会

社

債

権

者

や

取

引

先

等

の

計

算

書

類

の

利

用

者

に

と

っ

て

必

要

十

分

な

情

報

開

示

を

行

う

こ

と

が

期

待

さ

れ

て

い

る

。

 

具

体

的

に

は

、

中

小

会

社

に

過

重

な

負

担

を

強

い

ら

な

い

よ

う

に

考

慮

さ

れ

て

お

り

、

従

来

か

ら

行

っ

て

き

た

経

理

を

変

え

る

必

要

は

な

い

。

当

基

準

に

従

っ

た

適

正

な

計

算

書

類

を

作

成

し

、

注

記

と

呼

ば

れ

る

決

算

書

の

補

足

情

報

、

経

営

比

率

等

を

追

加

す

る

こ

と

で

当

基

準

は

達

成

さ

れ

る

。 

現

在

、
税

理

士

会

で

は
「

中

小

会

社

会

計

基

準

適

用

に

関

す

る

チ

ェ

ッ

ク

・

リ

ス

ト

」

を

公

表

し

、

税

理

士

が

証

明

で

き

る

制

度

を

確

立

し

て

い

る

。

今

回

紹

介

で

き

な

か

っ

た

（

次

回

紹

介

す

る

）

無

担

保

融

資

制

度

は

、

当

チ

ェ

ッ

ク

・

リ

ス

ト

を

採

用

し

た

代

表

例

と

し

て

大

い

に

期

待

さ

れ

て

い

る

。
こ

の

機

会

に
「

中

小

会

社

会

計

基

準

」

の

採

用

を

検

討

し

て

見

て

は

如

何

だ



ろ

う

か

。 


